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１．事業所の概要
　（１）事業所の種類 指定通所介護事業所・平成１２年３月６日指定

福岡県　４０７３２００１３３号

指定介護予防通所介護事業所・平成１８年４月１日指定　

福岡県　４０７３２００１３３号

　（２）事業所の目的

　（３）事業所の名称 社会福祉法人　仁風会

大野城市北デイサービスセンター　こもれびの郷

　（４）事業所の所在地 〒８１６－０９２１

福岡県大野城市仲畑３丁目１０番２１号

　（５）電話番号 ０９２－５０１－２３５３

　　　　（ＦＡＸ） ０９２－５０１－３８６６

　（６）代表者氏名 理事長　　見元　伊津子

大野城市北デイサービスセンター　　こもれびの郷
重要事項説明書

２０２4／4版

当事業所は介護保険の指定を受けています。
（福岡県　４０７３２００１３３号）

　当事業所はご利用者に対して、指定通所介護サービス（指定介護予防・日常生活支援
総合事業第1号通所事業サービス）を提供します。事業所の概要や提供されるサービス
の内容､契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

◇◆目次◆◇

　当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と
認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも
サービスの利用は可能です。

要介護者に対し、利用者の心身機能や社会活動への参加等の生
活機能の維持向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担
の軽減を図る為、適切な通所介護を提供することを目的とします。
また、要支援者に対し、その利用者ができる限り要介護状態とならな
いで、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことが
できるよう、利用者の心身機能の維持回復及び、生活機能の維持又
は向上を図る為、適切な介護予防・日常生活支援総合事業第１号
通所事業サービスを提供することを目的とします。
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　（７）開設年月

　（８）建物の延床面積 ４１４．２５　㎡　（２５.０㎡は機能訓練室、９６.４㎡は食堂）

　（９）通常の事業の実施地域 大野城市　春日市　太宰府市　福岡市博多区　宇美町

　（１０）利用定員、営業日及び営業時間

※１月１日・２日は休業。

※管理者が必要と認めた場合はお休みとなります。

２．職員の配置状況 （非常勤を含む）
職員の配置状況については、指定基準を遵守しています。

※利用者の数により増減する場合があります。

※１日の配置基準（人員配置）は利用者数により決定します。

※中重度ケア体制加算、認知症加算の算定時は、基準に従って配置しております。

３．当事業所が提供するサービスと利用料金
　（１）介護保険の給付の対象となるサービス

　〈サービスの概要〉

①食事提供（但し、調理費と食材料費は別途いただきます）

・

②入浴

・ 一般浴槽のほか特殊浴槽を使用して入浴することができます。

③送迎

・

④機能訓練

・

・

平成12年4月1日

４．介護職員

９：３０～１６：４５

利用定員

令和６年４月現在

営業日

１．管理者

サービス提供時間

自宅から当施設まで送迎します。車椅子の方はリフト車にて対応します。公共の交
通機関が運休する程度の悪天候の場合、事前にご連絡し時短営業又は休館とさ
せていただく場合があることをご了承下さい。又、実施地域内であっても、状況に
よってはご相談させていただく場合がございます。

８：３０～１７:３０

営業時間

５．機能訓練指導員

機能訓練指導員等がご自宅を訪問し、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常
生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練計画を職
員共同で作成し、実施します。

２名

８名

３５人 月～土（祝日含）
通所介護

予防通所介護

２．生活相談員

１名

６．機能訓練指導員（理学療法士：非常勤） １名

以下のサービスについては､利用料金の大部分（通常９割、または８割、７割）が介護保険
から給付されます。

当事業所では､管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の
状況および嗜好を考慮した食事を提供します。

2名

２名

３．看護職員

介護予防サービスでは、介護予防の効果を最大限発揮できるよう、利用者の自立
に向けた目標指向型の介護予防通所介護計画を作成します。また、利用者の意
欲を高め､利用者による主体的な取り組みを支援すること、利用者の自立の可能
性を最大限に引き出すことに努めます。
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　〈サービス利用料金〉

介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業

その他のサービス利用料金

要支援2

1ヶ月に4回までの利用

４３６単位／1回

1ヶ月に8回までの利用

４４７単位／１回

1ヶ月に5回以上利用

１，７９８単位／月額

1ヶ月に9回以上利用

３，６２１単位／月額

区分

事業対象者
要支援1

区分

送迎減算

高齢者虐待防止措
置未実施減算

居宅と指定通所介護事業所との間
の送迎を行わない場合

片道 △４７単位

虐待の発生や再発を防止する為の
措置が講じられていない場合

1ヶ月 △１００分の１単位

４０単位

業務継続計画未実
施減算

感染症や非常災害の発生におい
て、サービス継続に必要な計画を策
定していない場合

1ヶ月 △１００分の１単位

共通の課題を有する複数の利用
者からなるグループに対して実施
される、日常生活上の支援のた
めの活動を行った場合

１ヶ月 ５０単位

１６０単位

１ヶ月

２０単位

１ヶ月

１ヶ月 １００単位

口腔機能向上加算
Ⅰ

口腔機能向上加算
Ⅱ

内容

　下記の料金表によって、ご利用者の要介護度等に応じたサービス利用料金をお支払い
下さい。サービス利用料金は、１割負担となりますが、ご利用者の所得状況等に応じて２
割負担、３割負担になる等の変更がございます。(サービスの利用料金は、ご利用時間と
ご利用者の要介護度、利用サービス内容等に応じて異なります。）

口腔・栄養
スクリーニング加算
（Ⅱ）

２００単位

口腔・栄養
スクリーニング加算
（Ⅰ）

項目

栄養改善加算
個別に計画を作成し、栄養相談等の栄
養管理を行った場合

単位数

１ヶ月

栄養アセスメント加算

１５０単位

管理栄養士と他の職種が共同で栄養アセスメントを
実施し、結果を利用者・家族に説明した場合、及び、
利用者ごとに栄養状態などの情報データを提出して
いる場合

４８０単位

２４０単位

栄養改善サービス及び口腔機能向上
サービスを実施しており、栄養改善加算、
口腔機能向上加算を算定していない事。

１ヶ月
（６ヶ月に１回算定）

利用者ごとにADL値、栄養状態、口腔機能、
認知症の状況、その他の心身の状況などに関
わる基本的な情報のデータの提出（3月に1
回）とフィードバック情報を活用した場合

１ヶ月

上記の要件で、口腔または栄養状態のどちら
かを確認し、情報提供している場合

一体的サービス提
供加算

利用開始時及び利用中６ヶ月ごとに利用者の
口腔・栄養状態について確認し、介護支援専
門員に情報を提供した場合

科学的介護推進
体制加算

生活機能向上グ
ループ活動加算

１ヶ月
（６ヶ月に１回算定）

５単位

若年性認知症利用者
受入加算

若年性認知症利用者を受け入れ、
ケアの提供を行った場合

個別に計画を作成し、口腔清掃
や摂食・嚥下機能の訓練等の指
導、実施等を行なった場合

１ヶ月
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※１単位 ＝ １０．２７円

※職員の配置や体制の変化により、算定する加算に変動がある場合があります。

通所介護

介護職員等処遇改
善加算（Ⅰ）

基本サービス費に各種減算・加
算を加えた総単位数にサービス
別加算率を乗じた単位数で算定

（処遇改善加算・特定処遇改善
加算・ベースアップ等支援加算の
加算を組み合わせた４段階の介
護職員等処遇改善加算に一本
化）

※この加算はR6.6.1～施行

１ヶ月

介護職員等処遇改
善加算（Ⅱ）

介護職員等処遇改
善加算（Ⅲ）

介護職員等処遇改
善加算（Ⅳ）

サービス加算率：
９．０％

サービス加算率：
８．０％

サービス加算率：
６．４％

（Ⅰ）：要支援２

介護職員等ベース
アップ等支援加算

サービス加算率：
１．１％

７９６単位

６６９単位

（Ⅲ）・・・介護職員の総数のうち介護福祉
士の有資格者が４０％以上の場合

サービス提供体制
強化加算

　　５時間以上
　　　６時間未満

生活機能向上連携
加算（Ⅰ）

理学療法士等からの助言を受けることができる
体制（ICTを活用した動画等により利用者の状
態を把握）を構築し、個別機能訓練計画を作
成した場合

１ヶ月

１，１４８単位 １，００８単位

　　６時間以上
　　　７時間未満

単　　位　　数

サービス加算率：
（Ⅱ）１．０％

１，０４１単位 ８８０単位

（Ⅰ）：要支援１

（Ⅰ）：要支援２

（Ⅰ）：要支援１

１ヶ月

（Ⅱ）・・・介護職員の総数のうち介護福祉
士の有資格者が５０％以上の場合

（Ⅰ）・・・介護職員の総数のうち介護福祉
士の有資格者が７０％以上の場合

要介護３

項目

７７７単位

地域区分加算
基本サービス費と各種加算に乗じた単位
数で算定（大野城市は６級地・・・１０．２
７％上乗せ）

生活機能向上連携
加算(Ⅱ）

要介護５ ９８４単位

５７０単位

サービス加算率：
（Ⅰ）１．２％

サービス加算率：
９．２％

９１５単位

６８９単位

介護職員処遇改善
加算（Ⅰ）

（Ⅱ）：要支援１

区分

要介護４

４８単位／月

機能訓練指導員（理学療法士等）が事業所へ
訪問した上でアセスメントや個別機能訓練計
画書を作成し、計画的に機能訓練をおこなう。
また３ヶ月に１回評価し見直しをおこなってい
る場合

１００単位
（３ヶ月に１回を限度）

サービス加算率：
５．９％

１ヶ月
（所定単位数＋各
種加算）×１０．２７

１ヶ月

（Ⅱ）：要支援２

２００単位

２４単位／月

１４４単位／月

７２単位／月

１７６単位／月

８８単位／月

内容 単位数

　　７時間以上
　　　８時間未満

６７３単位

７７７単位

９０１単位

５８４単位

要介護２

基本サービス費に各種減算・加
算を加えた総単位数にサービス
別加算率を乗じた単位数で算定

※この加算は、Ｒ6.5.31まで

　　８時間以上
　　　　９時間未満

７９１単位

介護職員等特定処
遇改善加算

１，０２３単位

９００単位

６５８単位

１，１６８単位

要介護１
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その他のサービス利用料金

１ヶ月 ３０単位

１ヶ月

栄養アセスメント加算 ５０単位

栄養改善加算

利用者全員のADL値を測定し、デー
タ提出し、ADL利得が１以上の場合

（Ⅰ）ロ・・・個別機能訓練加算（Ⅰ）イの内
容に加え、サービス提供時間を通じて、１
名以上の機能訓練指導員を配置してい
る場合（配置時間の定めなし）

１回 ７６単位

口腔機能向上加算（Ⅱ）
（Ⅰ）の要件を満たし、利用者ごとの計画
などの情報をデータ提供している場合
（原則３ヶ月以内、月２回程度）

１回

５６単位

機能訓練指導員（理学療法士等）が事業
所へ訪問した上でアセスメントや個別機
能訓練計画書を作成し、計画的に機能
訓練をおこなう。また３ヶ月に１回評価し
見直しをおこなっている場合

中重度者ケア体制
加算

利用者の総数のうち、要介護状態区分が
３・４・５の占める割合が３０％以上である
場合

管理栄養士と他の職種が共同で栄養ア
セスメントを実施し、結果を利用者・家族
に説明した場合、及び、利用者ごとに栄
養状態などの情報データを提出している
場合

個別に計画を作成し、口腔清掃や摂
食・嚥下機能の訓練等の指導、実施
等を行なった場合

1日

内容 単位数

利用者ごとにADL値、栄養状態、口腔機
能、認知症の状況、その他の心身の状況
などに関わる基本的な情報のデータ提出
（3月に1回）とフィードバック情報を活用し
た場合

利用者の観察を含む入浴介助を行
なった場合（入浴研修を行うこと）

口腔機能向上加算（Ⅰ）

１ヶ月 ２０単位

生活機能向上連携
加算（Ⅱ）

１ケ月

１回

１回

１６０単位

１ヶ月

１回
（１ヶ月２回迄）

２０単位

４５単位

１ケ月

利用開始時及び利用中６ヶ月ごとに利用
者の口腔・栄養状態について確認し、介
護支援専門員に情報を提供した場合

科学的介護推進
体制加算

個別に計画を作成し、栄養相談等の
栄養管理を行った場合

１ヶ月 １００単位
（３ヶ月に１回を限度）

項目

個別機能訓練加算（Ⅰ）をすでに算
定している場合

１ヶ月
（６ヶ月に１回算定）

入浴介助加算（Ⅱ）

単位数

１００単位

２００単位

５５単位

１５０単位

２００単位

自宅での浴室環境をふまえた個別の入
浴計画を作成し、計画に基づき、自宅に
近い環境で入浴介助を行った場合

入浴介助加算（Ⅰ） ４０単位１回

内容

（Ⅱ）・・・個別機能訓練加算Ⅰの内
容に加え、計画書などの内容をデー
タ提出している場合

個別機能訓練加算

（Ⅰ）イ・・・訪問した上で、個別に計画書
を作成し、計画的に機能訓練を提供し、
３ヶ月毎に評価を行ない、説明を行なっ
ている場合

１ヶ月 ４０単位

口腔・栄養
スクリーニング加算
（Ⅱ）

上記の要件で、口腔または栄養状態
のどちらかを確認し、情報提供して
いる場合

１ヶ月
（６ヶ月に１回算定）

口腔・栄養
スクリーニング加算
（Ⅰ）

５単位

ADL維持等加算（Ⅱ）
（Ⅰ）の要件を満たし、ADL利得が２
以上の場合

１ヶ月 ６０単位

ADL維持等加算（Ⅰ）

項目

生活機能向上連携
加算（Ⅰ）

理学療法士等からの助言を受けることができる
体制（ICTを活用した動画等により利用者の状
態を把握）を構築し、個別機能訓練計画を作
成した場合
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※１単位 ＝ １０．２７円

※職員の配置や体制の変化により、算定する加算に変動がある場合があります。

１ヶ月

基本サービス費に各種減算・加
算を加えた総単位数にサービス
別加算率を乗じた単位数で算定

※この加算は、Ｒ6.5.31まで

認知症加算

利用者の総数のうち日常生活に支
障をきたす症状や行動が認められ、
介護が必要とする認知症の方の占
める割合が１５％以上である場合

介護職員処遇改善
加算（Ⅰ）

サービス加算率：
５．９％

介護職員等特定処
遇改善加算

サービス加算率：
１．２％（Ⅰ）

サービス加算率：
１．０％（Ⅱ）

若年性認知症
利用者受入加算

1ヶ月

△１００分の１単位

介護職員等処遇改
善加算（Ⅱ）

介護職員等処遇改
善加算（Ⅲ）

基本サービス費に各種減算・加
算を加えた総単位数にサービス
別加算率を乗じた単位数で算定

（処遇改善加算・特定処遇改善
加算・ベースアップ等支援加算の
加算を組み合わせた４段階の介
護職員等処遇改善加算に一本
化）

※この加算はR6.6.1～施行

高齢者虐待防止措
置未実施減算

虐待の発生や再発を防止する為の
措置が講じられていない場合

介護職員等ベース
アップ等支援加算

介護職員等処遇改
善加算（Ⅳ）

サービス加算率：
６．４％

業務継続計画未実
施減算

サービス加算率：
１．１％

若年性認知症利用者を受け入れ、
ケアの提供を行った場合

サービス提供体制
強化加算

地域区分加算

１日

（Ⅱ）・・・介護職員の総数のうち介護福祉
士の有資格者が５０％以上の場合

（Ⅲ）・・・介護職員の総数のうち介護福祉
士の有資格者が４０％以上の場合

送迎減算

サービス加算率：
８．０％

（所定単位数＋各
種加算）×１０．２７

片道

介護職員等処遇改
善加算（Ⅰ）

1ヶ月

サービス加算率：
９．０％

１ヶ月

１８単位

基本サービス費と各種加算に乗じた
単位数で算定（大野城市は６級
地・・・１０．２７％上乗せ）

１日

1日

１ヶ月

△１００分の１単位

２２単位

△４７単位

内容

感染症や非常災害の発生におい
て、サービス継続に必要な計画を策
定していない場合

サービス加算率：
９．２％

６０単位

６０単位

６単位

（Ⅰ）・・・介護職員の総数のうち介護福祉
士の有資格者が７０％以上の場合

居宅と指定通所介護事業所との間
の送迎を行わない場合

項目 単位数

1日

1日
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　☆

　　☆

　　☆

　　☆

☆ 減免について

☆ 医療費控除について

領収書は確定申告の際に必要となる場合がございますので、大切に保管してください。

※領収書の再発行は有料となります。（別紙　「利用料金一覧表」参照）

　（２）介護保険の給付対象とならないサービス

別紙「利用料金一覧表」のサービスは、利用料金の実費がご利用者の負担となります。

☆

その場合は事前に変更の内容と事由についてご説明します。

　（３）利用料金のお支払い方法

前記（１）、（２）の料金・費用は、翌月１０日頃までに請求書を発行します。

口座引き落としでの対応となります。
お振込みの際は、事前にご連絡ください。

　（４）利用の中止、変更、追加

・

・ サービス提供時間以外でのご利用をご希望の際は、事前にご相談ください。

・

４．苦情の受付について
　（１）当事業所における苦情やご相談についてはご遠慮なくスタッフにお申し付け下さい。

苦情解決責任者 脇田　佳祐 （管理者） （連絡先：０９２‐５０１-２３５３）

（ＦＡＸ：　０９２-５０１-３８６６）

苦情受付担当者 石田　德博 （生活相談員） （連絡先：０９２‐５０１-２３５３）

永島　俊司 （生活相談員） （ＦＡＸ：　０９２-５０１-３８６６）

第三者委員 河鍋　辰紀 （連絡先：０９２‐５０１‐４９４７）

諌山　登 （連絡先：０９２‐５０３‐５２１０）

① 苦情は面接・電話・書面（施設内に苦情意見箱を設置しています。）等により苦情受付

担当者が随時受付けます。なお、第三者に直接苦情を申し出ることもできます。

② 苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者に報告いたします。

③

経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更す
ることがあります。

介護保険給付の支給限度額を超える通所介護サービスを利用した場合、利用料
金の全額をお支払いいただきます。

ご利用者に提供する食事の材料および調理に係る費用は別途いただきます。
（「利用料金一覧表」参照）

ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額
を一旦お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担
額を除く金額が介護保険から払い戻されます。（償還払い）また、居宅サービス計
画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、手続きの
際、領収書が必要となりますので、大切に保管して下さい。

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用
者の負担額を変更します。又、介護給付の場合、サービス提供時間の増減により
単位数が変更となります。詳しくはご相談下さい。

お支払いについてお困りの方は、社会福祉法人減免制度もあります。詳しくは市
町村、又は相談員にお尋ね下さい。

利用予定日の前に、ご利用者、ご家族の都合により、通所介護サービス（予防通
所介護サービス）の利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加
することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに担当の介護支
援専門員、又は事業者に申し出て下さい。

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の
希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者お
よび契約者に提示して協議します。

苦情解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
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　（２）行政機関その他の苦情受付機関

電話番号 ０９２－６４２－７８５９
ＦＡＸ ０９２－６４２－７８５７

電話番号 ０９２－９１５－３５１１
ＦＡＸ ０９２－５８４－３７９０

　　当事業所における通常の実施区域の介護保険担当課

電話番号　 ０９２－５０１－２２１１（代表）
ＦＡＸ ０９２－５７３－８０８３

電話番号　 ０９２－５８４－１１１１（代表）
ＦＡＸ ０９２－５８４－３０９０

電話番号　 ０９２―９２１－２１２１（代表）
ＦＡＸ ０９２－９２１－１６０１

電話番号　

ＦＡＸ

※これ以外の各市町村・介護保険担当課でも受け付けています。

５．サービスの質の確保
（１） 事故発生の防止及び発生時の対応

① 当事業所は、事故発生の防止のための指針を設けております。

②

③

④

（２） 身体拘束等の対応

① 当事業所は、原則としてご利用者に対し身体拘束を行いません。

②

③

（３） 褥瘡予防の対応

① 当事業所は、褥瘡の発生防止のための指針を設けております。

②

③

国民健康保険団体連合会介護
サービス相談窓口

当事業所は、褥瘡予防のための委員会を設置し、また、職員に対する研修を定期的に
行っています。

当事業所は、賠償すべき事態となった場合には、ご利用者又はご家族に生じた損害に
ついて、賠償するものとします。

春日市役所
　　　高齢課　介護保険担当

０９２－４４１－１４５５

太宰府市役所
　　　高齢者支援課

太宰府市観世音寺１―１―１

０９２―４１９－１０78（直通）

福岡県社会福祉協議会福岡県
運営適正化委員会

春日市原町３－１－５

大野城市曙町２－２－１

福岡市博多区吉塚本町１３番４７号

所在地　

所在地　

所在地

所在地

当事業所以外にも、下記の機関に申し立てることができます。

大野城市役所
　　　すこやか福祉部介護支援課

当事業所は、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐ為の対策を講じて
います。

当事業所は、ご利用者が自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、身体的拘
束その他ご利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、ご利用者
の様態及び時間、その際のご利用者の心身状況、緊急やむを得ない理由を記録しま
す。
拘束その他ご利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。

福岡市博多区博多駅前２―８―１所在地　

当事業所は、ご利用者に対し身体的拘束その他ご利用者の行動を制限する際は、
事前又は事後に速やかにご利用者及びご家族に対し行動制限の根拠、内容、
見込まれる期間について十分説明します。
また、定期的に、看護、介護等の職員によるカンファレンスを行い、
必要最小限の期間での身体的拘束等が解除されるよう努めます。

当事業所は、事故発生の防止のための委員会を設置し、また、職員に対する研修を定期
的に行っています。

当事業所は、褥瘡の発生リスクが高いご利用者に対し、褥瘡予防の為の計画を作成し、
身体状況等に応じたサービスの提供を行います。

福岡市博多区役所
　　　福祉・介護保険課

所在地　

春日市原町３－１－７　クローバープラザ４Ｆ
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（４） 衛生管理等の対応

①

②

③

（５） 虐待防止の対応

①

②

③

④

６．個人情報保護法について

７．サービスにあたっての留意事項
ご利用者及びご家族は、当事業所のサービスの提供を受ける際に、次の事項に留意して下さい。

　（１）他のご利用者のご迷惑となる行為は慎んで下さい。

　（２）諸事情により利用をキャンセルする場合、利用日の前日までに事業所にご連絡下さい。

　（３）浴室・機能訓練室を利用する際は、機器の使用方法など職員の指示に従って下さい。

　（４）管理者が定めた場所と時間以外で喫煙又は飲酒されないようお願いします。

　（５）危険物は持ち込まないで下さい。貴重品類、食品類の持ち込みについてもご遠慮下さい。

　（６）職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為）・精神的暴力（個人の

　　　 尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為）・セクシュアルハラス

　　　　メント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為）等は

　　　　慎んで下さい。

　（7）その他管理者が定めたことをお守り下さい。

８．業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

当事業所は、事業所内の衛生管理に努めるとともに、感染症の発生又はまん延の防止に
努めています。

当事業所は、食中毒及び感染症が発生した際には、その原因を解明し、再発生を防ぐた
めの対策を講じます。

　当施設（全事業）は保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努
力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、
個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個
人情報の保護を図ることを宣言します。（別紙　「『個人情報の保護に関する法律』に基づ
く公表事項」参照）

当事業所は、食中毒及び感染症の発生が認められる場合には、発生状況の把握、感染
拡大の防止、医療機関や保健所、市町村等の関係機関との連携、医療措置等の必要な
措置を行います。

　事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所介護サービス
の提供を継続的に実施するとともに、非常時、早期の業務再開を図る為の業務継続計画
を策定し必要な措置を講じます。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に
応じて業務継続計画の変更を行います。

虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、従業者に周知徹
底を図ります。

虐待防止の為の指針を整備します。

従業者に対し、虐待防止の為の研修を定期的に実施します。

虐待防止の措置を講じる為の担当者を置きます。
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利用料金一覧表　（介護保険の給付対象とならないサービス）

※１ 複写物の交付

※２ 食事の提供

ご利用者の提供する食事の材料および調理に係る費用です。

※３ 日常生活上必要となる諸費用実費

※４ キャンセル料

別紙

３０円
※１参照１枚 １０円

単位 料金

利用当日の
キャンセル

当日

尿取りパット

紙パンツ

前日まで無料
※４参照

１食

実費

医材料費

小１枚

１枚

食材料費お
よび調理費

フラットタイプ

その他

日用品費
１枚

湿布

その他

領収書再発行代

４０円

食材料費及
び調理費

１枚につき １００円

1枚

絆創膏
中１枚
大１枚

４５円
３５円中１枚

おやつ
昼食

ガーゼ

１枚

１回

実費

写真代

教養娯楽費
切手代

1枚
１００円
４５円

２００円
２００円

１００円

※３参照

１枚
実費

１枚

実費

複写物
項目 備考

紙オムツ

５３０円
※２参照

１回

内容

ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を
必要とする場合には実費をいただきます。

日常生活品の購入代金等のご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負
担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。

利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされ
た場合、取消料をお支払いいただく場合があります。

２０円
１８円

３０円

大１枚
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